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基本情報 地域連携・地域移行における市区町村の現状・課題

1.自治体の基本情報

本市においては、令和４年度から学校部活動

の地域移行を市長部局と三田市教育委員会

が連携しながら進めている。

令和５、６年度は国の実証事業を活用し、

剣道部の休日の地域展開を先行実施し、結果、

三田市剣道協会が運営主体となる４つの剣道

クラブが現在活動している。

教員及び、生徒・保護者、さらに各協会・団

体等に対しては、地域移行の意義や取組の現

状、そして今後の方向性などを啓発チラシや、説

明会で繰り返し伝えることで、取組に対する一定

の理解を得ている。

特に、令和６年８月に市の基本方針として

「令和８年度中にすべての学校部活動を終了

し、活動の主体を地域クラブ活動に移すこと」を

定め、具体的なスケジュールを示したことにより、

各協会や団体の地域クラブ設置に向けた取組

が本格的に動き始めたことから、市として地域展

開をどう進めていくのか、ビジョンを明確に示すこと、

そしてそれに対し対話や説明を繰り返しながら、

一つずつ課題をクリアにすることの重要性が証明

された。

課題の一つとして、生徒の移動についてはス

クールバスを活用するなど、解決に向けて一層の

努力が必要な状況である。

面積 ２１０．３２ k㎡

人口
１０６，４６８ 人

(令和６年１２月末時点)

公立中学校数 ８ 校

公立中学校生徒数
２，８２７人

(令和６年５月１日時点)

部活動数 ６９部活

市区町村の協議

会・検討会議等の

設置状況

設置済み

市区町村の推進計

画・ガイドライン等の策

定状況

設置済み

（出典：令和６年１１月開催の保護者説明会資料）
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運営体制・役割 年間の事業スケジュール

2.実証内容と成果

●運営体制図（市区町村における推進体制図）

●行政組織内での役割分担（一部）

◉教育委員会 ・学校部活動の終了に係る事務。・生徒及び保護者への情報発信に係る事務。
・地域クラブ活動との適正な連携と協働体制構築へ向けた学校に対する指導助言に係る事務等。

◉市長部局・協会等との連携、調整又は公募等による地域クラブの設置に係る事務。・地域クラ
ブの体験会・試行に係る事務。・地域クラブ活動の円滑な実施に係る事務等。

令和６年４月 休日の剣道クラブ活動の開始

令和６年７月
R6年度部活動の地域移行に向
けた推進委員会（第１回）

令和６年８月 「基本方針」の公表

令和６年９月 教職員説明会

児童生徒・保護者のニーズ調査

令和６年１１月 保護者説明会（計１０回）

令和６年１２月
R6年度部活動の地域移行に向
けた推進委員会（第２回）

令和７年１月 地域クラブの運営団体公募

兼職兼業の説明会

令和７年２月
R6年度部活動の地域移行に向
けた推進委員会（第３回）

令和７年３月 地域クラブ設置予定一覧公表
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地域スポーツクラブ活動の運営実績

2.実証内容と成果

①全体に関すること

中学校数 ８ 校 実施した地域クラブ総数 ４クラブ

ケース別クラブ数
A：部活動を地域移行した形のクラブ数（及び移行された部活動数） ４ クラブ（５ 部活）

B：部活動を移行する形態ではない地域クラブ（新たな種目のクラブを新規に創設するケース等）

全体の指導者数 ８人程度 全体の運営スタッフ数 ３人程度

②各クラブに関すること

クラブ名
運営団
体種別

種目
※新規のものは末尾

に（新）を付ける

実施回数 実施時間帯
参加者

（学年別）
実施期間 活動場所 指導者数 運営スタッフ数

（他クラブと兼務）
会費 大会参加方法

朱雀剣道
クラブ

協会 剣道 月４回 休日の午前
１年10人
２年14人
３年18人

令和５年
１２月～

狭間中学校
武道場

２人 ２ 人
月会費
2,000円

全ての大会：地域
クラブ

けやき台剣道
クラブ

協会 剣道（新） 月４回 休日の午前
１年９人
２年８人
３年６人

令和６年
４月～

けやき台中
学校武道場

２ 人 ２ 人
月会費
2,000円

中体連：部活動
その他：地域クラブ

上景剣道
クラブ

協会 剣道（新） 月４回 休日の午前
１年４人
２年４人
３年３人

令和６年
４月～

上野台中学
校武道場

２人 ２人
月会費
2,000円

中体連：部活動
その他：地域クラブ

ゆりのき台剣
道クラブ

協会 剣道（新） 月４回 休日の午前
１年６人
２年６人
３年７人

令和６年
４月～

ゆりのき台中
学校武道場

２人 ２人
月会費
2,000円

中体連：部活動
その他：地域クラブ

③その他、体験会やイベント等の開催実績

●三田市バスケットボール協会が主催する体験会を４回実施
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主な取組

2.実証内容と成果

●運営体制図（地域クラブ活動を実施する際の運営体制図）

地域クラブ活動で実施
した種目

剣道

運営団体名 三田市剣道協会

期間と日数
• 令和６年４月１日～ 月４回程度（休日）
• 長期休業中の平日６日程度
• 授業のある平日に週１回程度（１校のみ）

指導者の主な属性 三田市剣道協会から派遣された指導者

活動場所 市内中学校（４中学校）の武道場

主な移動手段 保護者送迎、徒歩

１人あたりの参加会費
等（年額）

24,000円

１人あたりの保険料
スポーツ安全保険
生徒１人あたり：800円/年
指導者１人あたり：1,850円/年

●剣道クラブ 活動概要

○指導者 ８人程度

役割：各剣道クラブ活動の指導、保護者との連携、月会費の徴収等

大会参加の引率（中体連大会参加は１クラブのみ、令和７年度

は４クラブを予定）

○運営スタッフ ３人程度（三田市剣道協会 地域クラブ活動事務局）

役割：指導者謝金の支払い事務、中体連大会への参加申請事務

スポーツ安全保険加入事務、兵庫県剣道連盟登録に係る事務等

●指導者や運営スタッフなどの役割分担等

三田市剣道協会

三
田
朱
雀
剣
道
ク
ラ
ブ

三
田
上
景
剣
道
ク
ラ
ブ

け
や
き
台
剣
道
ク
ラ
ブ

ゆ
り
の
き
台
剣
道
ク
ラ
ブ

連携

市長部局
三田市教育委員会
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取組内容

2.実証内容と成果

〇「学校部活動の地域クラブ活

動への移行に向けた推進委員

会（以下、推進委員会）」で、

本市の取組に対しての意見・助

言を得ながら、地域展開を推進

した。

○三田市剣道協会との話し合

いを７回実施し、地域クラブ活

動の充実について意見交換した。

〇地域クラブ設置に向け、各ス

ポーツ協会等と協議・調整を行っ

た。

〇令和6年度も推進委員会を３回開催し、有識者、文化スポーツ協

会代表者、保護者代表、そして校長及び教員代表等からの意見や助

言を参考にしたことで、地域展開の課題や方向性を確認できた。

〇先行している剣道クラブの活動を参考に、平日と休日の指導におけ

る課題や、スケジュール管理、ケガ対応など様々な課題を整理すること

が出来、結果、市の基本方針の決定につながった。

○協会や団体などと意見交換を行った結果、それを基に、「三田市地

域クラブ活動の設置及び運営等に係るガイドライン【以下：三田市ガ

イドライン】」の改訂、及び「三田市地域クラブ活動設置・運営の手引

【以下：手引】」を作成することが出来た。これにより、地域クラブを設

置する運営団体がすべきことを明確に示すことが出来た。

●取組項目名 ア：関係者との連絡調整・指導助言等の体制や運営団体・実施主体の整備

取組事項 取組の成果

今後の課題と対応方針

ア：関係者との連絡調整・指導助言等の体制や運営団体・実施主体の整備

イ：指導者の質の保障・量の確保

ウ：関係団体・分野との連携強化

エ：面的・広域的な取組

オ：内容の充実

カ：参加費用負担の支援等

キ：学校施設の活用等

ク：その他の取組

推進委員会の実績

○今年度の開催日時

７月２５日、１２月１９日、令和７年２月６日

○内容（一部）

国の実証事業、基本方針、児童・生徒保護者アンケート、保護者説明会、

運営団体の公募、三田市ガイドライン・手引について等

〇令和４年度から毎年複数回実施してきた推進委員会だが、地域クラ

ブの設置が本格的に始まることを受け、今後の在り方について検討する

必要がある。

〇地域クラブの設置に向け、体験会や試行などが実施される予定である

が、学校部活動との連携の具体をさらに示す必要がある。
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取組内容

2.実証内容と成果

〇先行している剣道クラブの指導者は部活動指導員を兼ねており、

地域連携としての取組を行った。

○指導を希望する教職員が、兼職兼業制度を活用し、地域クラブ

活動の指導に従事できる体制整備に取り組んだ。

○資質向上を目的とした地域指導者研修会を実施予定。

〇指導を希望する教職員を貴重な資源として考える一方、服務

等、様々な課題が浮き彫りになり、それに対する解決策を考える

きっかけとなった。

〇指導を希望する教職員の思いをていねいに聞き取ることで、地

域移行の取組に対する理解を得たり、管理職との対話のきっかけ

となったり、地域展開を通して今後の教育活動の在り方を協議す

る機運が高まった。

●取組項目名 イ：指導者の質の保障・量の確保

取組事項

取組の成果

ア：関係者との連絡調整・指導助言等の体制や運営団体・実施主体の整備

イ：指導者の質の保障・量の確保

ウ：関係団体・分野との連携強化

エ：面的・広域的な取組

オ：内容の充実

カ：参加費用負担の支援等

キ：学校施設の活用等

ク：その他の取組

○部活動指導員が地域指導者を兼ねることにより、指導の一体

化と、顧問との連携、保護者の理解に効果があった。

三田市における兼職兼業の

許可のプロセス

○令和７年３月２日に兵庫教育大学の森田教授を講師に招

き、ハラスメント防止等についての講演会を実施し、地域クラブ活

動の指導者の資質向上に努めた。

今後の課題と対応方針

平日の地域移行をすすめるにあたって、まず平日の活動の在り方、考え方

を整理する必要がある。すでに指導者の確保が困難であること、活動時間が

夜間になること、生徒の移動手段や時間はどうするのかなど、整理すべき課題

は明らかである。比較的時間にゆとりがある大学生の活用や、地域で活動さ

れているサークル団体との連携など、地域クラブの在り方については新しい発

想が必要である。
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各学校長 （市中体連会長）

（種目部長）

（種目副部長）

地域クラブ活動への協力

・案内・チラシの配付や掲示

・生徒への地域クラブ活動参加の働きかけ等

市ガイドラインに基づく連携

各中学校の教職員（顧問を含む）

設置

活 動

地域クラブ

学 校

調整・登録
三田市（文化スポーツ課・学校教育課）

連携

連携

各学校長会長

各学校長会

取組内容

2.実証内容と成果

〇中学校長会において丁寧な説明を繰り返

し行い、様々な意見交換を行った。

〇各中学校を訪問し、基本方針について教

職員へ説明を行うとともに、活動については生

徒の選択を尊重することを依頼した。

〇各スポーツ協会に対し、基本方針に基づい

たロードマップを示し、地域クラブの設置に向け

た説明会を行った。

〇剣道協会との打合せを密に行った。

○9月から10月にかけて実施をした「学校部活動の地域移行（地域展開）に関するアンケート」に

おいて、「今後、学校部活動がなくなり、地域クラブ活動が行われることを知っていた」と回答した児童

生徒と保護者の割合が90％であった。地域クラブ活動に係る情報を学校を通して児童生徒・保護

者に周知してきた取組の評価であると捉えている。

○スポーツ協会への説明とともに公募を行った結果、令和８年８月を目途に多くの地域クラブが設

置される方向性が見えてきた。

〇令和７年８月を目途に剣道クラブの平日の活動を開始することで、学校部活動の剣道部は終

了することについて剣道協会と確認が出来た。また、令和７年度の中学校体育連盟が主催する大

会に剣道クラブから参加できるよう準備を進めている。

○今後、地域クラブが設置

に向けた体験会、及び地域

クラブ活動が本格的に実施

される。その情報を、市と学

校が連携しながら、生徒・

保護者に周知し、円滑な

地域展開を推進する必要

がある。

●取組項目名 ウ：関係団体・分野との連携強化

取組事項 取組の成果

今後の課題と対応方針

ア：関係者との連絡調整・指導助言等の体制や運営団体・実施主体の整備

イ：指導者の質の保障・量の確保

ウ：関係団体・分野との連携強化

エ：面的・広域的な取組

オ：内容の充実

カ：参加費用負担の支援等

キ：学校施設の活用等

ク：その他の取組

○地域クラブ設置に係る周知の流れについて ○教職員説明会で使用したスライド（一部）
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取組内容

2.実証内容と成果

●取組項目名 エ：面的・広域的な取組 ４つのブロックに分けた合同部活動からの地域展開

ア：関係者との連絡調整・指導助言等の体制や運営団体・実施主体の整備

イ：指導者の質の保障・量の確保

ウ：関係団体・分野との連携強化

エ：面的・広域的な取組

オ：内容の充実

カ：参加費用負担の支援等

キ：学校施設の活用等

ク：その他の取組

〇学校規模や学校間の距離を考

慮して市内を４つのブロックに分け、

複数校による合同部活動を実施し

た。この４ブロックを基本に地域クラ

ブの設置に向けた環境整備を目指

した。

〇合同部活動は休日を基本とし、

移動については公費によるタクシー

支援を行った。

〇合同部活動で中体連の大会に

参加する際は、合同チームとして参

加し、ユニフォームなどをOBから借り

るなど工夫を行った。

○４ブロックを意識した地域クラブの設置を進めるが、生徒や指導員の人数、活動

場所の確保などにより一つしか設置されない場合もある。その場合は生徒の移動

距離が遠くなる課題が生じる。又、地域クラブの設置数によっては大会の規定によ

り出場人数が限られる可能性が生じる。そのため、大会主催者に対し、同一チーム

から複数の選手が出場できるよう、柔軟な対応を求めたい。

取組事項

今後の課題と対応方針取組の成果

４ブロックとその対象校

令和６年度の実績

○４ブロックに整理することとにより、今後、４つのブロックを意識しなが

ら地域クラブを設置していくという１つの目安ができた。

○生徒の交流が進み、他校の生徒と一緒に活動する意識が芽生え、

円滑な地域展開につなげる下地ができた。
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取組内容

2.実証内容と成果

●取組項目名 オ：内容の充実① 地域クラブ活動に係る児童、保護者アンケート調査

取組事項

ア：関係者との連絡調整・指導助言等の体制や運営団体・実施主体の整備

イ：指導者の質の保障・量の確保

ウ：関係団体・分野との連携強化

エ：面的・広域的な取組

オ：内容の充実

カ：参加費用負担の支援等

キ：学校施設の活用等

ク：その他の取組

○目的

①本市の児童生徒及びその保護者の地域

クラブ活動に対するニーズ等を把握するため

②学校部活動の円滑な地域移行をめざして、

今後の施策の参考資料とするため

○調査の対象

①児童（小学校５・６年生）1,949人

②生徒（中学校１・２年生）1,869人

③その保護者

○実施期間

令和６年９月２６日（木）

～１０月４日（金）

回答数
・児童（小学校５・６年生）1,860人
・生徒（中学校１・２年生）1,396人
・保護者1,496人

質問内容
（一部）

①地域クラブ活動が行われることを知っていましたか。

②地域クラブ活動として、どのような活動がしたいですか。
③地域クラブ活動に参加するならば、どのようなことを期待しますか。

④どのような条件があれば、地域クラブ活動に参加したいですか。

（以下、⑤・⑥は保護者への質問内容）
⑤地域クラブ活動に参加させる際、不安に思われることを教えてください。

（下の内容より選択）

金銭面の負担、活動場所が遠くなること、送迎が必要になること、指導者との関係
づくり、大会参加等、試合や発表会の確保、保険への加入など、安全面の確保

⑥地域クラブ活動に参加させる際、月謝としてどの程度の金額が適当と考えますか。

児童・生徒、保
護者の傾向

②について
小中学生、保護者において、バドミントンやダンス、料理など、既存の部活動にはな
い種目を含め、多様な種目を希望している傾向にある。

③について
地域クラブ活動に期待することとして、「活動を楽しむことができる」と選択した児童生
徒が最も多く、小中学生ともに 70％程度（複数回答）であった。「活動の楽しさ」
や「友人（人間）関係の充実」を求める傾向にある。

⑤について
地域クラブ活動に参加させる際、不安に思われることとして「送迎が必要になること」
を選択した保護者が、小中学生保護者とも最も多く 45％（複数回答）近くいた。

【※次のスライドのグラフを参照】

アンケートの詳細
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アンケート結果

2.実証内容と成果

●取組項目名 オ：内容の充実② アンケート結果（前のスライドの②、③、⑤について）

ア：関係者との連絡調整・指導助言等の体制や運営団体・実施主体の整備

イ：指導者の質の保障・量の確保

ウ：関係団体・分野との連携強化

エ：面的・広域的な取組

オ：内容の充実

カ：参加費用負担の支援等

キ：学校施設の活用等

ク：その他の取組

②地域クラブ活動として、どのような活動がしたいですか。 ③地域クラブ活動に参加するならば、どのようなことを期待しますか。

⑤地域クラブ活動に参加させる際、不安に思われることを教えてください。
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取組内容

2.実証内容と成果

●取組項目名 カ：参加費用負担の支援等

ア：関係者との連絡調整・指導助言等の体制や運営団体・実施主体の整備

イ：指導者の質の保障・量の確保

ウ：関係団体・分野との連携強化

エ：面的・広域的な取組

オ：内容の充実

カ：参加費用負担の支援等

キ：学校施設の活用等

ク：その他の取組

〇指導者の謝金を市が支援するこ

とで、低廉な会費を実現し、保護

者の負担軽減につなげた。

〇実証事業として地域クラブを設置

した地域クラブについては、学校部

活動と同様の支援を行った。

〇中体連大会に参加するためのバ

ス代についても学校部活動と同様

の支援を行った。

取組事項 地域クラブに係る経費

課題について

〇地域クラブの運営として課題となっている会費の徴収業務や会計

事務が負担になっている。

〇兵庫県剣道連盟の登録費用が学校部活動と地域クラブ活動で

異なっており、地域クラブは登録費用が高いため、負担となっている。

〇全ての学校部活動が地域展開しているわけではないため、学校

部活動と比べて費用負担が生じることに不公平感を感じている保護

者も多い。

○平日の地域クラブ活動を実施した場合、会費は今よりも大きくなる

ため、公費負担と受益者負担のバランスを考えた支援や会費の設定

が必要になる。

〇中体連の大会を維持するため、市より中体連に対し支援を行って

いるが、今後の支援の在り方について協議する必要がある。

〇会費以外の実費、交通費、保険料など、保護者に負担いただく

費用については理解を求めながら、出来うる支援を考える必要がある。

〇指導者謝金

〇指導者の交通費、旅費等

〇兵庫県剣道連盟への登録費用

〇保険費用

〇中体連大会参加の移動に係るバス借り上げ費用

〇救急セットの購入 ・・・等

取組の成果

〇指導者謝金を市が負担することにより、低廉な

会費を実現するとともに、健全なクラブ運営を実施

することができた。

今後の課題と対応方針

・持続的な運営に必要な受益者負担額の試算
・収支バランス

〇参加する生徒の人数によって、受益者負担額に

差が生じるため、地域クラブの持続的な運営に必要

な受益者負担額、及び収支バランスについては、十

分な検証には至っていない。令和７年度も引き続き

地域クラブの運営支援の在り方について検討していく。
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人

人

人
人

取組内容

2.実証内容と成果

●取組項目名 ク：その他の取組 平日の移行

ア：関係者との連絡調整・指導助言等の体制や運営団体・実施主体の整備

イ：指導者の質の保障・量の確保

ウ：関係団体・分野との連携強化

エ：面的・広域的な取組

オ：内容の充実

カ：参加費用負担の支援等

キ：学校施設の活用等

ク：その他の取組

取組事項

今後の課題と対応方針

○平日の活動を拡大した場合、活動場所まで

の移動、指導者の確保等の課題が生じる。

この点については、今後、課題を整理し対応を

検討する。

○地域クラブ活動を平日を含めて一体的に地域展開するため、まずは、

長期休業中の平日に地域クラブ活動を実施し、課題の抽出や課題解決

策の検討等を行った。

○長期休業中の平日は６日程度、活動を実施した。また。市内１中学

校において、授業のある平日に週１回程度、朱雀剣道クラブの地域指導

者によるクラブ活動を実施した。

剣道クラブの指導者が部活動指導員として平

日の指導を行う事により、生徒にとって混乱が生

じないようにした。

指導者の属性や配置の工夫

・指導方針、練習メニューの共有

・学校行事の変更等により、急遽練習ができ

なくなった場合の連絡体制の確認等

一貫指導に関する部活動顧問との連携事例

取組の成果

Q：長期休業中の平日の剣道クラブはどうでし

たか。（令和７年１月実施）

対象は剣道クラブで活動する生徒４９名

○生徒は、長期休業中の剣道クラブ活動を一定

満足していることが分かった。

○教職員は剣道クラブ活動に関わっていないため、

働き方改革につながった。

Q:授業のある平日に週１回程度、朱雀剣

道クラブの指導者による剣道クラブ活動を実

施しましたが、何か困ったことはありましたか。

（令和７年１月実施）

対象は剣道クラブで活動する生徒５名

人

人

「ある」を選んだ生徒は、

「回数を増やして欲しい」

という理由を書いていた。

○休日と同じ指導者が、平日の剣道クラブ活

動を実施した場合、円滑な活動につがることが

見えた。
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総括・成果の評価・今後に向けて

2.実証内容と成果①

●成果の評価●総括

・本市のロードマップにそって、令和７年８月のⅠ期、令和８年８月のⅡ期に学校

部活動の地域展開を実現させる。

・将来にわたり地域クラブが健全に運営でき、子どもたちがスポーツ・文化芸術活動に

親しむことができる機会の確保ができるよう、公費の負担と受益者負担について研究し

ていく。

●今後に向けて

令和６年度地域スポーツクラブ活動体制整備事業の取り組み

において、三田市剣道協会と連携しながら、学校部活動の地域

展開を推進できた。特に、剣道クラブが市内４つ設置されたことは、

今後の本市における地域クラブの設置を考える上でロールモデルに

なり得ると考える。

一方で、休日の剣道クラブ活動と平日の学校部活動が併存す

る形では、指導者の連携が重要であるが、話し合ったり、情報を共

有したりする時間の確保が難しく、誤解を招いたり、共通理解が出

来なかったり、課題が生じた。

その課題を解決するため、休日と平日の一体的な改革を柱に、

令和８年度中にはすべての学校部活動を終了するという基本方

針を決定した。基本方針を示すことで、地域クラブ設置の動きが加

速したことから、自治体がしっかりと方向性を示すことの重要性を改

めて確認した。

また、計１０回開催した保護者説明会では、直接、保護者や

市民の不安感や期待感を聞くことが出来た。一定の理解を得ると

ともに、大事なのは結果を残すことを強く自覚した。９月に実施し

た児童生徒・保護者アンケートでも子ども達のニーズの多様性を改

めて感じることができた。

今後さらに各協会や団体と協議を重ね、地域クラブ活動の本格

実施に向けて取り組みたい。 以上のことより、は学校部活動の地

域展開について、大きく前進した１年となった。

○市内すべての中学校において休日の剣道クラブ活動開始

→本市における先行モデルとなり、課題の整理ができた。

○基本方針を公表

→学校部活動終了の時期を明確にすることで、地域クラブ設置の動きが加速した。

○児童生徒・保護者アンケートの実施

→ニーズの把握と、今後の本市に施策に参考とすることができた。

○保護者説明会の開催

→基本方針及び本市における地域展開に係るロードマップを周知できた。

○地域クラブにおける指導従事を希望する教職員への兼職兼業説明会の開催

→指導者確保に向けた取組の一環として、本市の兼職兼業の許可の考え方を示した。

○「三田市地域クラブ活動設置・運営の手引」の作成

→運営団体が円滑に地域クラブの設置・運営ができるよう、すべきことを明確にできた。
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2.実証内容と成果②

参考資料

広報資料

令和６年４月 生徒・保護者に配付 令和７年１月 生徒・保護者に配付
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2.実証内容と成果③

参考資料

広報資料

令和６年９月２６日 生徒・保護者に配付
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2.実証内容と成果④

参考資料

保護者説明会を実施

令和６年１０月２９日 保護者説明会のお知らせ
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参考資料（活動写真）

2.実証内容と成果④

授業のある平日の剣道クラブ活動実施のようす

令和６年６月２９日 三田市中学校体育連盟総合体育大会

三田朱雀剣道クラブが出場

冬季休業中の平日の朱雀剣道クラブの練習①

冬季休業中の平日の朱雀剣道クラブの練習②
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地域スポーツクラブ活動の実施に至るまでの合意形成プロセス

2.実証内容と成果

●ステークホルダー

学校、スポーツ協会、市長部局、市教委

●経過

○令和４年１２月、三田市総合教育会議において学校部活動の地域

展開のキックオフ宣言を受け取組を開始し、令和５年３月に第１回推進

委員会を開催した。

○「令和５年度地域スポーツクラブ活動体制整備事業」で合同部活動を

母体とした地域クラブ活動への移行に取り組んだ。そして、令和５年１２

月、市内２校の中学校の剣道部を対象とし、休日において、三田市剣

道協会が主体となる剣道クラブ活動が開始された。

○令和６年８月、令和８年度中にすべての中学校の学校部活動を終

了し、活動の主体を地域クラブ活動に移すことを基本方針と定め公表した。

●実施内容

○４月に新たに３つの剣道クラブが設置され、計４つの剣道クラブ活動が

開始した。これにより、休日の学校部活動(剣道部)の活動は地域展開さ

れた。そして、長期休業中において、平日の剣道クラブ活動を実施した。

●実施にあたって生じた課題

・ 道具の移動：平日と休日の活動場所が異なるため、生徒は活

動場所に、その都度、剣道の防具・竹刀等を移動させる必要があ

る。大きな荷物となるため、保護者の支援が必要であった。

・ 指導者の確保：長期休業中に計６日程度、平日の剣道クラ

ブ活動を実施した。安全面を考慮し、三田市剣道協会から派遣さ

れた指導者の複数体制(２名)により活動を実施した。ただ、授業

のある平日の放課後に、週３日、剣道クラブ活動を実施することを

想定すると、指導者確保の課題が生じることがわかった。

・ 低廉な会費：現在、休日の剣道クラブの活動で、保護者は月

2,000円を会費として支払っている。平日の剣道クラブ活動を開始

した場合、低廉な会費を実現するには、国、県、市等からの支援

が一定必要である。

●今後の展開

令和７年８月、市のロードマップに基づき、第１期の地域展開を

実施する。

令和４年

推進委員会設置、
検討開始

生徒、保護者へ
の説明

令和５年 令和６年

各スポーツ協会
との連携、
指導者の選定、
拠点校の選定

学校現場との
調整

地域クラブ活動
の開始

地域クラブ活動
の拡大
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地域連携・地域移行の推進に向けたロードマップ

3.今後の方向性



地域スポーツクラブ活動体制整備事業

令和6年度

地域スポーツクラブ活動への移行に向けた実証事業

兵庫県 丹波篠山市

自 治 体 名 ：

担 当 課 名 ：

電 話 番 号 ：

兵庫県丹波篠山市

０７９-５５２-５６５３

丹波篠山市教育委員会事務局学校教育部学校教育課
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基本情報 地域連携・地域移行における市区町村の現状・課題

1.自治体の基本情報

丹波篠山市は、兵庫県中東部に位置し、自

然豊かな田園風景に囲まれた人口４万の都市

である。平成11年に４町が合併し、篠山市とな

り、さらに平成31年より、「丹波篠山市」と市名

変更した。中学校は市内に５校あり、うち２校

は生徒数300人程度の中規模校であり、その

他３校については、１学年１学級の小規模校

である。下グラフにあるように、生徒数も非常に減

少傾向にある。右下表にあるように各中学校の

部活動数についても若干減少している。しかし、

生徒数の減少と比較すると部活動数の減少は

少なく、各校部活数に対して、生徒数の減少に

伴い、種目によっては試合に参加できる人数が

そろわず、十分な活動ができない活動も見られる

ようになった。平成25年には、ソフトボールで市

内初の合同部活動がスタートし、現在も複数種

目で合同部活動を行っている。

さらに小規模校ではサッカー部やバスケットボー

ル部などがなく、選択の幅は制限されている。そ

のような状況を踏まえ、令和６年度は４種目

（サッカー、剣道、ソフトボール、ホッケー）で休

日地域クラブを立ち上げ、市内全ての生徒が参

加可能な活動を開始した。４種目については地

域の競技団体やクラブチームが受皿となり、そこ

から地域指導者を派遣し、充実した活動を展開

している。この４種目については、地域の協力者

と学校の連携が十分に図られ、平日・休日の混

乱も少なく活動できている。令和７年度へ向け

これら先行地域クラブの活動をモデルにさらなる

受皿の確保を目指す。同時に学校部活動に係

る教員のさらなる負担軽減へ、部活動指導員の

さらなる配置強化を進める。部活動指導員につ

いては、部活動地域連携へ向けて、合同部活

動の実施等さらなる協力を依頼している。

面積 377.6 k㎡

人口 40,000人

公立中学校数 5 校

公立中学校生徒数 1,002人

部活動数 51 部活

市区町村の協

議会・検討会議

等の設置状況

令和７年度部活
動改革連絡協議

会設置予定

市区町村の推進

計画・ガイドライン

等の策定状況

「丹波篠山市部
活動改革における

方向性」作成
0
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篠山中 篠山東中 西紀中 丹南中 今田中

丹波篠山市中学校生徒数推移
篠山中 篠山東 西紀中 丹南中 今田中 合同 地域クラ

ブ

H15 17 9 7 16 7 0 0

H20 17 8 7 15 6 0 0

H25 17 8 7 13 6 1 0

R1 17 8 7 13 6 2 0

R6 17 7 6 12 5 3 5
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運営体制・役割 年間の事業スケジュール

2.実証内容と成果

●運営体制図（丹波篠山市推進体制図）

●行政組織内での役割分担

◉教育委員会

・学校教育課・・・運営事務局、地域クラブ連携協議、部活動指導員配置

・教育研究所・・・地域移行コーディネーター配置

・社会教育・文化財課・・・競技団体との連携、学校施設等の活用へ向けた協議

◉首長部局

・秘書広報課・・・啓発活動

・総務課・・・部活動指導員、推進員の任用について

令和６年４月 地域クラブ委託契約・活動開始

令和６年４月 部活動指導員公募

令和６年５月 部活動指導員任用開始

令和６年８月 令和７年度方向性協議

令和６年10月
丹波篠山市部活動改革方向性
策定

令和６年11月
部活動改革方向性について保護
者啓発開始

令和７年１月
部活動指導員研修会（令和７
年度地域連携協力へ向けて）

令和７年２月
協議会（地域クラブ活動の成果
と課題検証、令和７年度の取組
について

令和７年３月
部活動指導員人材バンク登録開
始
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地域スポーツクラブ活動の運営実績

2.実証内容と成果

①全体に関すること

中学校数 ５校 実施した地域クラブ総数 ５ クラブ（４種目）

ケース別クラブ数
A：部活動を地域移行した形のクラブ数（及び移行された部活動数） ５ クラブ（１１ 部活）

B：部活動を移行する形態ではない地域クラブ（新たな種目のクラブを新規に創設するケース等） なし

全体の指導者数 １６人 全体の運営スタッフ数 ２４人

②各クラブに関すること

クラブ名
運営団
体種別

種目 実施回数
実施時
間帯

参加者 実施期間 活動場所 指導者数 運営スタッフ数
（他クラブと兼務）

会費
大会参加方

法

丹波篠山市
剣道連盟
中学部

スポーツ
協会

剣道

月４ 回程度

（土曜日中
心）
※丹南剣道教
室は平日習３
回程度

休日主
に9:00-
16:00の
間で活
動

２０人

令和６年
４月～令
和７年３
月

市内中学
校武道場

４人
１回の指
導は２名
以内

０人
月会費
1,000円

中体連：地
域クラブ
その他：地域
クラブ

HC 
HYOGO 
HEARTS

地域クラ
ブチーム

ホッケー 月 ４ 回程度

休日主
に9:00-
16:00
の間で活
動

男子３８人
女子７人

令和６年
４月～令
和７年３
月

市内中学
校グランド
/丹波篠
山スポー
ツセンター

6 人
１回の指
導は男女
２名以内

７ 人
年会費
8,000円

中体連：地
域クラブ
その他：地域
クラブ
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地域スポーツクラブ活動の運営実績

2.実証内容と成果

①全体に関すること

中学校数 ５校 実施した地域クラブ総数 ５ クラブ（４種目）

ケース別クラブ数
A：部活動を地域移行した形のクラブ数（及び移行された部活動数） ５ クラブ（１１ 部活）

B：部活動を移行する形態ではない地域クラブ（新たな種目のクラブを新規に創設するケース等） なし

全体の指導者数 １６人 全体の運営スタッフ数 ２４人

②各クラブに関すること

クラブ名
運営団
体種別

種目 実施回数
実施時
間帯

参加者 実施期間 活動場所 指導者数 運営スタッフ数
（他クラブと兼務）

会費
大会参加方

法

丹波篠山市
女子中学校
ソフトボール
クラブ

スポーツ
協会

ソフトボール 週４ 回（土曜
日中心）

休日主
に9:00-
16:00の
間で活
動

８人

令和６年
４月～令
和７年３
月

市内中学
校グランド

３人
１回の指
導は２名
以下

１人
月会費
1,500円

中体連：部
活動
その他：地域
クラブ

丹波篠山
サッカークラブ

地域クラ
ブチーム

サッカー

週４ 回（土曜
日中心）

※不定期で火
曜日夜ナイター
練習

休日主
に9:00-
16:00
の間で活
動

２１人

令和６年
８月～令

和７年３
月

市内中学
校グランド

３ 人
１回の指
導は２名
以内

０ 人

月会費
2,000円／
年会費
1,000円

中体連：地
域クラブ
その他：地域
クラブ
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主な取組例

2.実証内容と成果

●運営体制図（地域クラブ活動を実施する際の運営体制図）

地域クラブ活動で実施
した種目

剣道、ホッケー、ソフトボール、サッカー

運営団体名 丹波篠山市教育委員会事務局

期間と日数

剣道、ホッケー、ソフトボール：
４月１日 ～ ３月３１日

月４回程度
サッカー：８月１日 ～ ３月３１日

月４回程度

指導者の主な属性
地域指導者（協力者）・教員（兼職
兼業）

活動場所 市内中学校施設、その他市内施設

主な移動手段 徒歩、自転車、保護者送迎等

１人あたりの参加会費
等（年額）

サッカー：25,000円
剣道：12,000円
ホッケー：8,000円
ソフトボール：18,000円

１人あたりの保険料

スポーツ安全保険
生徒１人あたり：800円/年
指導者１人あたり：1,350円/年
※生徒分は保護者負担

●丹波篠山市地域クラブ 活動概要

●統括責任者（教育委員会事務局、コーディネーター、教育委員会指導主事）

役割：部活動改革の方向性作成、活動報告調査、地域クラブ連携

●主任指導者 ４名（各地域クラブ団体代表）

役割：地域クラブと教育委員会との連絡調整、地域クラブ活動計画作成

●運営補助者

役割：地域クラブの指導、大会引率、会計処理等

●指導者や運営スタッフなどの役割分担等
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取組内容

2.実証内容と成果

令和6年度は運営事務局である教

育委員会（総括コーディネーターも

配置）が、各地域クラブ運営団体

と学校現場との調整や、報酬の支

払い等、地域クラブ活動実態把握

を行った。将来的にこの機能を外部

にうつし、「総合型地域クラブ事務

局」の設立を目指している。事務局

設立は今後、協議を進めていく。

部活動改革の方向性の周知を図るため、教育委員会が

主体となって各中学校、顧問への説明会を実施した。ま

た、先行実施地域クラブとは、連絡協議会を開催し、成

果と課題、今後のあるべき方向性について協議を行った。

先行実施地域クラブ（サッカー、剣道、ホッケー、ソフト

ボール）には、運営事務局の設置と、事務処理について

依頼。指導者の勤怠管理、運営費の活用事務処理を

行った。また保護者からの相談には、事務局が主体となり、

教育員会と連携しながら行った。事務局と教育委員会の

連絡調整は総括コーディネーターが担った。

現在教育委員会内に置いている事務局を外部

にうつし、「総合型地域クラブ事務局（仮称）」

設立への協議を進める。そこへ向けて令和7年度

は地域クラブガイドライン作成をはじめ、学校施設

利用、学校用具利用のルール作りについて、策

定を進める。

●取組項目名 ア：関係者との連絡調整・指導助言等の体制や運営団体・実施主体の整備

取組事項 取組の成果

特に工夫した事項 今後の課題と対応方針

目指す将来像

総括コーディネーターが中心となり、学校現場や地域ク

ラブ活動の現場を積極的に視察した。現場の状況や

課題を整理し、今後に向けて教育員会内で協議を

図った。

ア：関係者との連絡調整・指導助言等の体制や運営団体・実施主体の整備

イ：指導者の質の保障・量の確保

ウ：関係団体・分野との連携強化

エ：面的・広域的な取組

オ：内容の充実

カ：参加費用負担の支援等

キ：学校施設の活用等

ク：その他の取組

コーディネーターの具体的な動きの実績

総括コーディネーターを教育委員会内の教育研

究所に配置。部活動地域移行全般の業務、地

域クラブや学校との連絡調整を担った。保護者や

学校への周知のためのチラシ作成、毎月の地域

クラブからの活動実績の確認、事務処理、協議

会の原案作成を担った。
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取組内容

2.実証内容と成果

イ：指導者の質の保障・量の確保 ウ：関係団体・分野との連携強化

ア：関係者との連絡調整・指導助言等の体制や運営団体・実施主体の整備

イ：指導者の質の保障・量の確保

ウ：関係団体・分野との連携強化

エ：面的・広域的な取組

オ：内容の充実

カ：参加費用負担の支援等

キ：学校施設の活用等

ク：その他の取組

取組事項（イ）

今後の課題と対応方針

地域クラブ指導者については、４種目

計１６名在籍している。うち８名は

教員が兼職兼業で行っている。その他

については元教員、地域の指導経験

豊富な人材が参加している。部活動

指導員については、５校１６名（バ

レー、陸上、ホッケー、剣道、卓球、吹

奏楽）配置し、顧問の負担軽減を

図った。部活動指導員のうち２名は、

地域クラブ指導者を兼務している。

取組の成果（イ）

丹波篠山市は部活動地域移行（地域クラブ化）、地域連携（部活動指導

員配置）の両面をにらみ、令和７年度以降種目の実情に応じて配置していく。

人材確保が最大の課題であるが、スポーツ協会等へも案内し、確保に努める。

さらなる地域クラブ活動の強化、部活動指導員の配置増に向けて地域の受皿、

地域指導者や部活動指導員の人材確保が最重要課題となっている。地域の競

技団体や連盟との連携は不可欠であり、さらなる協議を進めていく。

地域移行・・・教育委員会事務局が受皿団体と連携し、そこから中学生指導

にふさわしい人材を地域クラブ指導者として派遣。

地域連携・・・各中学校のニーズにより部活動指導員・推進員を配置。教員に

かわり部活動指導を行う。

取組事項（ウ）

部活動地域移行コーディネーターを配置し、地域移行、地域連携の効果的な

実施に向けて、種目ごとの関係団体と連絡調整を行った。また教育委員会事

務局及びコーディネーターが、学校と受皿団体、部活動指導員との連絡調整

を図った。

本市には、総合型スポーツクラブのよう

なものはなく、種目ごとの地域クラブと

市教育委員会が連携し、持続可能

な活動実施に向けて協議した。先行

的に実施した４種目では、地域指導

者の指導のもと、総合体育大会等公

式大会に参加し、県、全国の大会で

好成績を収めている。

取組の成果（ウ）

今後の課題と対応方針

要望数 実配置数 割合

R2 19 17 89.5%

R3 17 14 82.4%

R4 16 13 81.3%

R5 17 15 88.2%

R６ 17 16 94.1%

部活動指導員数推移

部数 顧問数 部活動指導員 地クラ指導者

軟式野球 5 10 0 0

サッカー 2 4 0 ３（２）

ソフトボール 2 3 0 ３（２）

ソフトテニス 6 12 0 0

陸上競技 2 4 1 0

ホッケー 5 5 1 ６（２）

バレー 7 14 3 0

バスケット 4 8 0 0

卓球 6 12 2 0

剣道 1 2 1 ４（１）

吹奏楽 5 10 3 0

美術 2 3 0 0

家庭 1 1 0 0

※バレー、バスケ、卓球、テニスは男女別部数込 ※↑( )教員

種目別顧問、部活動指導員、地域クラブ指導者の様子

軟式野球、ソフトテニス、バスケットボー
ルの受皿団体、指導者確保が優先課題
※美術、家庭は現状休日活動をしていない

指導者数 内教員数

剣道 4 1

ホッケー 6 2

ソフトボール 3 2

サッカー 3 2

地域クラブ指導者
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取組内容

2.実証内容と成果

キ：学校施設の活用等 ク：その他（今後の方向性に向けて）

取組事項（キ）

今後の課題と対応方針

令和６年度活動開始の地域クラブに

ついては、練習の活動拠点を市内中

学校で行った。学校施設利用につい

ては、学校施設利用願を中学校に提

出し、許可を得て使用し、使用料につ

いては「丹波篠山市公の施設利用条

例第3条」により減免を原則とした。市

内学校施設利用以外に、市のスポー

ツセンターやナイター設備を利用する

際は、利用料について保護者負担と

した。

取組の成果（キ）

丹波篠山市は部活動地域移行（地域クラブ化）、地域連携（部活動指導

員配置）の両面をにらみ、令和７年度以降種目の実情に応じて配置していく。

全ての種目に複数配置するための人材確保が最大の課題である。

部活動指導員、地域クラブ指導者の人材確保が最大の課題となる。元教員や

地域のスポーツ協会や吹奏楽連盟にも声をかけ、協力体制を整えていくことを進

めていく。また持続可能な活動へ、若い世代の指導者の確保も目指している。

学校と連携している地域クラブについて、学校施設の利用を積極的に行う。

（学校施設利用願を提出）社会体育利用時のルールに則り、学校施設利

用のためのルール作りを進める。学校外の市の施設等の利用についても円滑に

利用できる環境整備を進める。

取組事項（ク）

「丹波篠山市部活動改革における方向性」を策定し、令和8年夏以降を目途に、

種目により「地域移行型」「地域連携型」のハイブリッドで、地域単位の活動を推進

する。原則休日の活動に教員が従事しない体制づくりを目指す。（兼職兼業を望

む教員除く）。令和6年12月、小中保護者へ文書で周知した。

令和6年度、先行実施として4種目で

地域クラブ活動を開始すると同時に、

部活動指導員の配置も拡充した。そ

の成果を生かし、引き続き地域クラブ、

部活動指導員の拡充に向けた取組を

進める。令和6年2月以降、部活動

指導員の人材バンク登録、新規地域

クラブの受皿団体の公募等を進めて、

地域のスポーツ・文化芸術活動の充

実を目指している。

取組の成果（ク）

今後の課題と対応方針

ア：関係者との連絡調整・指導助言等の体制や運営団体・実施主体の整備

イ：指導者の質の保障・量の確保

ウ：関係団体・分野との連携強化

エ：面的・広域的な取組

オ：内容の充実

カ：参加費用負担の支援等

キ：学校施設の活用等

ク：その他の取組
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総括・成果の評価・今後に向けて

2.実証内容と成果①

●成果の評価●総括（R6先行実施地域クラブ活動について

令和６年度先行実施した５団体については、引き続き活動を継続する予定。令和

６年度は各地域クラブと委託契約を結んだが、今後地域クラブ増加を想定し、将来

的に運営事務局設立を目指しているため、令和７年度はそれぞれに委託せず、補助

金ベースで支援を行う。（将来的には運営事務局に委託を目指す）

本市の現状から受皿となる団体の確保は難しく、地域クラブ受皿団体の確保を目

指しつつ、現在お世話になっている部活動指導員による休日合同部活動等の取組を

並行する。令和８年へ向けて「地域移行」「地域連携」のハイブリッド型を目指す。

●今後に向けて

令和６年度は、地域移行に向けた先行実施として

４種目５団体（剣道、サッカー男女、ソフトボール、

サッカー）で年間を通して実施することができた。※

サッカーについては８月以降に地域クラブ活動開始

それぞれの運営団体へ委託契約し、教育委員会が

各地域クラブ事務局担当者や指導者とも連携を図り、

年間の活動について支援した。剣道、ホッケー、サッ

カーについては、地域クラブについて啓発を丁寧に行っ

たことで、新入生の参加も増え、中体連大会にも地

域クラブとして参加できた。ソフトボールは試合可能な

人数を揃えることができなかったが、他市の中学校と

合同チームを組むなど工夫した取組を行った。

受益者負担は各地域クラブで月謝や年会費を設

定し、用具購入や保険料支払いに充てている。サッ

カークラブは応援サポーターを募集したり、剣道クラブ

はTシャツ販売したりするなど、クラブ独自の取組もあっ

た。

市として、地域指導者への指導謝金を支援し、大

会参加等についても部活動同程度の支援を行うこと

ができた。３月に１年間の総括を行い、次年度への

取組につなげる予定である。

（学校との連携）各地域クラブに、教員も指導に参加しており平日の部活動との連

携をスムーズに行うことができ、１年間を通じて大きな問題はなかった。

（休日の活動について）各地域クラブの指導者による熱心な指導により、充実した活

動となった。ホッケーは全国大会で優秀な成績を収め、剣道も県大会出場を果たして

いる。しかし、さらなる活動の充実に向けガイドラインに即した活動の徹底など、今後も

丁寧に周知を図っていく必要性も感じた。

（受益者負担とのバランス）令和６年度の５団体については、市から支援のもと充

実した活動につなげることができた。ただし、今後さらなる地域クラブの増加が認められ、

参加者へどれだけの受益者負担を求めるのか、公的支援とのバランスをどうするか等は

今後も議論が必要と感じた。
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2.実証内容と成果③

【生徒への参加啓発チラシ】

参考資料

4月以降、新入生向けに各地域クラブが工夫を凝らして、案内チラシを作成した。

また4月の休日を活用し、体験会等を実施し、参加啓発を行った。資料下ソフト

ボールクラブチラシは次年度へ小学生体験会のチラシ（R6.12.28実施）また、

「丹波篠山市部活動改革の方向性」の学校、児童生徒、保護者へ向けて啓発

するための資料等を作成した。

出典:丹波篠山市作成資料

広報資料等

【保護者向け啓発チラシ】

【学校向けチラシ】
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参考資料（活動写真）

2.実証内容と成果④

【HC HYOGO HEARTS（男子チーム）の活動】

市内スポーツ施設専用コートでの練習の様子

【丹波篠山中学校女子ソフトボールクラブの活動】

大学生からの講習会の様子。丁寧な技術指導を受けた。

【丹波篠山サッカークラブ】

8月 協会、市教委を招き地域クラブ結成式の開催。
複数校の中学生での合同チームの活動がスタート。

【HC HYOGO HEARTS（男子チーム）の活動】

全国大会参加時の様子
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地域スポーツクラブ活動の実施に至るまでの合意形成プロセス

2.実証内容と成果

●ステークホルダー

教育委員会（学校教育課・社会教育・文化財課）

地域クラブ（ホッケー男女、サッカー、剣道、ソフトボール）

部活動指導員（５校16名）

●経過
（地域移行について）４種目で地域クラブ活動を

実施した。２月に成果と課題を協議し、次年度の

さらなる効果的な実施へつなげる。

●実施にあたって生じた課題

ガイドラインの徹底について。土日どちらかの活動に

ついては徹底できたが、３時間程度については徹底

できず、長時間活動につながる面があった。

●実施内容、工夫した点
ホッケー、剣道、サッカーは地域クラブとして公式試

合に参加。平日に部活がない学校の生徒も参加

可能とした。（サッカー、剣道、ホッケーで数名ずつ

参加）

●ステークホルダー

教育委員会（学校教育課・社会教育・文化財課）

地域クラブ受皿団体

部活動指導員・各中学校

●経過
R6実施の地域クラブは継続的に活動。

新規公募の地域クラブは試験的実施として年会数

回（例 休日に月１回、期間限定等）学校と連

携して行う。部活動指導員配置部活動は、休日に

複数校で合同部活動を試験的に行う。

●実施にあたって想定される課題

・学校との連携

・全ての種目、文化活動において受皿団体、部活

動指導員等を配置できるか？

●実施内容、工夫する点

地域クラブの試験的実施、部活動指導員の休日合

同部活動は、学校単位ではなく地域単位を基本と

して、市内中学生誰でも参加可能とした活動とする。

●ステークホルダー

教育委員会（学校教育課、社会教育・文化財課）

総合型運営事務局（地域クラブ・地域部活）

部活動指導員・各中学校

●経過
全ての種目、文化芸術活動において、休日活動は、

地域単位での地域クラブ（地域移行）か地域部活

動（地域連携）を実施する。それら全ての活動団体

を管理する運営事務局を置く。

●実施にあたって想定される課題

・平日活動との連携。平日移行へ向けたプロセス。

・教員に代わる指導者の確保。

・指導者の質向上に向けた取組の充実

・受益者負担と公的支援のバランスをどうするか？

●実施内容、工夫する点 等

休日活動のすべてを地域単位で行う。R6現在50以

上ある学校部活動を約半数に削減し、生徒数が減

少しても持続可能な活動になるように取り組む。

令和６年

〇地域移行
地域クラブ活
動先行実施
〇地域連携
部活動指導員各
校への配置

〇生徒、保護者
へ周知

〇試験的実施し
た地域クラブ
との協議

〇学校との協議

令和７年 令和８年 令和９年

〇地域移行
受皿団体公募
〇地域連携
部活動指導員の人
材バンク登録開始
〇保護者への周知

〇地域移行
・先行実施クラブ
活動継続
・試験的短期間
実施開始

〇地域連携
・休日合同部活

〇地域クラブ・地
域部活動の本
格実施（夏以降）
〇総合型地域クラブ・
地域部活運営事務
局設立

丹波篠山市地域
クラブ、地域部活
（名称未定）活
動開始
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地域連携・地域移行の推進に向けたロードマップ

3.今後の方向性

丹波篠山総合的地域クラブ活動（名称未定）
①地域クラブ活動（地域移行）※地域指導者によるクラブ活動
②合同休日部活動（地域連携）※部活動指導員による指導

クラブ事務局（コーディネーター含む）

指導者の勤怠管理、
保護者月謝管理、地域クラブ予算管理

野球② サッカー①
か②

ソフト① テニス
男女②ずつ

卓球
男女②ずつ

陸上 ① か
②

バレー
男女②ずつ

バスケ
男女②ずつ

剣道① ホッケー
男女①ずつ

吹奏楽② （ 美 術
①）

（ 家 庭
①）

運営

★中学生参加 ※平日の学校部活のみに参加も可

平日・・・学校内部活動か帰宅 休日・・地域クラブか合同休日部活動に参加（種目による）

〇数字・・想定されるクラブまたは合同部活数

令和６年 令和７年 令和８年 令和９年以降

地
域
移
行

地
域
連
携

・先行実施開始
（４種目）

・コーディネーター配置

・新規受皿公募開始

・部活動指導員配置

・部活動推進員配置

・先行実施活動継続
・コーディネーター配置

・新規受皿団体による試
験的短期間実施

・部活動指導員配置

・部活動指導員による休
日合同部活実施

種目ごと
に地域移
行か地域
連携か協
議

・休日地域クラブ活動本格実施

・休日合同部活動本格実施

事務局運営開始

平日移行に向けて協議開始



地域スポーツクラブ活動体制整備事業

令和6年度

地域スポーツクラブ活動への移行に向けた実証事業

兵庫県 養父市

自 治 体 名 ：

担 当 課 名 ：

電 話 番 号 ：

兵庫県 養父市

079-664-1627

教育委員会こども学び課
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基本情報 地域連携・地域移行における市区町村の現状・課題

1.自治体の基本情報

【現状】

現在、運動部活動は、軟式野球部、男子ソ

フトテニス部、男子バスケットボール部、男子卓

球部、女子ソフトボール部、女子ソフトテニス部、

女子バスケットボール部、女子バレーボール部が

活動している。

少子化に伴い、軟式野球部、女子ソフト

ボール部が市内の中学校で合同チームによる活

動を行っている。また、今年度は市内で唯一活

動していた女子卓球部が令和５年度から新規

部員の募集を停止し、令和６年度７月をもって

活動を終了している。

生徒数減少に伴い、部活動の種目数も減り、

生徒の選択数が少ない現状になり、小学校から

活動していた種目に継続して取り組むことができ

ない。

指導者においては、競技経験のない教員が

指導することがあり、教員の大きな負担となって

いる。

今後、昨今の出生者数を見ると団体スポー

ツの将来的な存続は難しいものと考えている。

【課題】

部活動や地域のクラブ活動において生徒の

ニーズに応じた多種多様なスポーツ活動を提供

することが必要である。

指導者については、教職員の働き方改革を

推進するためや専門的な指導による活動の充

実を図るため、積極的に地域人材を確保して部

活動指導員の配置を行う。

長年にわたって部活動は、学校教育の一環

で運営するものという考えが生徒、保護者、地

域にある。今後、地域連携・地域移行にあたり

部活動が教育課程外のものであることを関係者

が認識することが必要であり、同時に地域移行

推進にあたって学校の教職員以外の地域内の

指導者の掘り起こし、確保も同時に進めていか

なければならない。

活動する種目数、質、量の確保の点から現状

のままでは難しい状況にあり、生徒にとって持続

可能で適切なスポーツ環境を目指す必要がある。

面積 422 k㎡

人口 21,005 人

公立中学校数
（義務教育学校含む）

4 校

公立中学校生徒数 488 人

部活動数
運動部 20部活
文化部 5部活

市区町村の協議

会・検討会議等の

設置状況

設置済

市区町村の推進計

画・ガイドライン等の策

定状況

策定に向けて準備中
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運営体制・役割 年間の事業スケジュール

2.実証内容と成果

●運営体制図（市区町村における推進体制図）

●行政組織内での役割分担

◉首長部局
・経営総務課…予算措置

令和６年５月 部活動、地域活動参加状況調査

令和６年７月 地域活動参加者支援金の案内

令和７年１月 新入生保護者対象説明会

部活動、地域活動アンケート
（児童生徒対象）

令和７年２月 部活動のあり方検討会議

令和７年３月 地域クラブ活動の周知

　 連携

 連携

・活動方針、活動状況や生徒に関する情報の共有

・管理責任の明確化

活動体制

地域での多様な活動　

※市が自ら運営団体になること

もある。

連絡調整・指導助言など

運営団体

地域スポーツクラブ

スポーツクラブ２１

中学校

義務教育学校

市区町村

部活動のあり方検討会議

養父市教育委員会

スポーツ庁

兵庫県教育委員会

連携

連携

◉教育委員会
・こども学び課…部活動改革の主幹、学校との調整・連携
・教育課…中学生の地域スポーツ活動の環境整備
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地域スポーツクラブ活動の運営実績

2.実証内容と成果

①全体に関すること

中学校数 ４校 実施した地域クラブ総数 ２クラブ

ケース別クラブ数
A：部活動を地域移行した形のクラブ数（及び移行された部活動数） ０クラブ

B：部活動を移行する形態ではない地域クラブ（新たな種目のクラブを新規に創設するケース等） ２クラブ

全体の指導者数 ６人 全体の運営スタッフ数 ３人

②各クラブに関すること

クラブ名
運営団
体種別

種目
※新規のものは
末尾に（新）を

付ける

実施回数 実施時間帯
参加者
（学年
別）

実施期間 活動場所
指導者
数

運営スタッフ数
（他クラブと兼務）

会費 大会参加方法

養父市剣道クラブ クラブ 剣道(新) 週４回
19:00~21:00
16:00~19:00

中学１年
１人
中学２年
２人

通年
市体育館
学校体育
館

５人 ２人
年会費
6,000円

中体連：部活動

Ð-crew クラブ ダンス(新) 週２回
16:30~18:30
18:00~20:00

中学１年
７人
中学２年
３人

中学３年
１人

通年 公民館 １ 人 １人
月会費
2,000円

イベント出演
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主な取組例

2.実証内容と成果

●運営体制図（地域クラブ活動を実施する際の運営体制図）

地域クラブ活動で実施
した種目

剣道

運営団体名 養父市剣道クラブ

期間と日数 ４月１日 ～３月３１日 週４回

指導者の主な属性 剣友会員

活動場所 市体育館、学校体育館

主な移動手段 保護者送迎

１人あたりの参加会費
等（年額）

6,000円

１人あたりの保険料
スポーツ安全保険
生徒１人あたり：1,450円/年
指導者１人あたり：1,200円/年

●養父市剣道クラブ 活動概要

●統括責任者

役割：活動における管理者として、学校、保護者との連携を行う

●指導者

役割：生徒への指導を行う

●指導者や運営スタッフなどの役割分担等

　　業務委託

　　参加

養父市教育委員会

【養父市剣道クラブ】運営主体

・運営体制の整備

・地域クラブ活動の実施

・指導者謝金の支払い

・保険加入

・連絡体制

養父市立養父中学校 養父市立大屋中学校

養父市立八鹿青渓中学校 養父市立関宮学園
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取組内容

2.実証内容と成果

「養父市部活動のあり方検討

会議」で示された方針をもとに、

市スポーツ協会に働きかけたり、

市のホームページ等を利用して

幅広く呼びかけをしたりして、中

学生の部活動地域移行の受け

皿となる地域スポーツクラブを募

集する。

●取組項目名 ア：関係者との連絡調整・指導助言等の体制や運営団体・実施主体の整備

取組事項 取組の成果

今後の課題と対応方針

ア：関係者との連絡調整・指導助言等の体制や運営団体・実施主体の整備

イ：指導者の質の保障・量の確保

ウ：関係団体・分野との連携強化

エ：面的・広域的な取組

オ：内容の充実

カ：参加費用負担の支援等

キ：学校施設の活用等

ク：その他の取組

保護者、生徒の意識改革は徐々に進んでいるが、地域クラブに参加することに抵抗

感を抱く方のためにも市のホームページや広報等を通じて地域クラブの活動について情

報提供を積極的に行いたい。

市スポーツ協会に働きかけたり、市の

ホームページ等を利用して幅広く呼びか

けをしたりした結果、スポーツクラブにつ

いては２クラブを創設することができた。

中学生を対象に活動するため、「養父

市立中学校における（運動・文化）

部活動の方針」に準じた活動日数及

び活動時間を設定している。

また、１クラブについては中体連とも連

携をとり、中体連に加盟することができ、

中体連主催の大会にも出場している。

養父市教育委員会
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取組内容

2.実証内容と成果

地域連携にも継続して取り組み、市の会計年

度職員として、地域人材の部活指導員を積極

的に配置する。

市のホームページや広報等を利用して、幅広く

指導者を募る。

地域の人材不足を補うため、オンラインで都市

部の人材による遠隔指導を行う。

部活動指導員の確保については、年度が進むに連れて配置人数を

増やすことができている。指導員は市内在住ばかりではなく、市外在住の

方もおり、幅広く周知した成果である。

今後は、指導者の資質向上のため、次年度以降は指導者研修等を

実施し、さらなる活動の充実を図りたい。

７名

●取組項目名 イ：指導者の質の保障・量の確保

取組事項

取組の成果

部活動指導員登録人数

ア：関係者との連絡調整・指導助言等の体制や運営団体・実施主体の整備

イ：指導者の質の保障・量の確保

ウ：関係団体・分野との連携強化

エ：面的・広域的な取組

オ：内容の充実

カ：参加費用負担の支援等

キ：学校施設の活用等

ク：その他の取組

種目登録者属性

登録者の多くは、退職教員となっ

ている。生徒に対しての指導力も

優れ、生徒にとって充実した活動と

なるようにサポートしている。

退職教員以外の登録者は、自

身の競技経験から高い技術指導

力を持っている。

ソフトテニス

バスケットボール

卓球

ソフトボール

陸上競技

養父市教育委員会
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取組内容

2.実証内容と成果

・市教育委員会の部活動の地域移行担当者が

学校における部活動の地域移行について連携を

図るため、中学校長会において市の取組及び今

後の見通し等を説明する。

・企業等とも連携し、指導者の人材不足を補う。

・市の施設について、施設管理者と連携し、地域

のクラブが活動しやすい環境を整備する。

・ホームページを利用して情報発信を行う。

・新設クラブとして、剣道クラブ、ダンスクラブを

創設することができた。

・企業とも連携することで、指導者を確保す

ることができた。

・地域クラブ活動の実施にあたっては、各競

技における現状や課題を指導者にヒアリング

し、今後の活動の在り方を考えることができた。

・十分な指導者確保には幅広いスポーツ団体との連携が必要である。

・各種目の組織強化を行い、持続可能な系統的指導体制の構築

を目指し、多世代・多種目・多志向の活動形態に繋げたい。

●取組項目名 ウ：関係団体・分野との連携強化

取組事項 取組の成果

今後の課題と対応方針

・市教育委員会が中心となって部活動の地域移行への啓発をする。

・地域の指導者を確保するためには、スポーツの競技団体との連携が

重要である。

・中学校長会において市の今後の見通しを説明し、学校現場の教職

員への理解を図ることが必要である。

ア：関係者との連絡調整・指導助言等の体制や運営団体・実施主体の整備

イ：指導者の質の保障・量の確保

ウ：関係団体・分野との連携強化

エ：面的・広域的な取組

オ：内容の充実

カ：参加費用負担の支援等

キ：学校施設の活用等

ク：その他の取組

工夫した点

ダンスクラブ
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取組内容

2.実証内容と成果

●取組項目名 エ：面的・広域的な取組

ア：関係者との連絡調整・指導助言等の体制や運営団体・実施主体の整備

イ：指導者の質の保障・量の確保

ウ：関係団体・分野との連携強化

エ：面的・広域的な取組

オ：内容の充実

カ：参加費用負担の支援等

キ：学校施設の活用等

ク：その他の取組

・地域クラブが活動場所を曜日

によって変更し、様々な中学校

の生徒を対象に活動した。

・部活動の段階的な地域移行

の取組として、合同部活動を実

施する種目に対して部活動指

導員を配置した。

取組事項

・生徒が休日に地域クラブの活動をする場所まで自転車や公共交通機関で行く

ことが難しいため、バスの時刻の調整なども検討をしていく必要がある。

・合同部活動の実施を進める中で、顧問と部活動指導員との連携を密に行う必

要がある。技術的な指導だけではなく安心安全に活動をする環境を整えたい。

今後の課題

移動手段

・活動場所への移動については、保護者

の送迎となる。自転車や公共交通機関の

利用は、市の実態から考えると課題が多

い。

・合同部活動のチームの編成については、

近隣の中学校と組むことを基本としている

ため、移動にかかる時間や費用などを最小

限に抑えている。

練習（合同部活動）



10

取組内容

2.実証内容と成果

●取組項目名 オ：内容の充実

取組事項

ア：関係者との連絡調整・指導助言等の体制や運営団体・実施主体の整備

イ：指導者の質の保障・量の確保

ウ：関係団体・分野との連携強化

エ：面的・広域的な取組

オ：内容の充実

カ：参加費用負担の支援等

キ：学校施設の活用等

ク：その他の取組

・養父市地域クラブとして、養父

市剣道クラブを創設することがで

きた。

・中体連にも登録し、中体連主

催の大会にも出場している。

・練習は、中学生のみを対象に

した日や高校生以上も参加して

練習することがある。多世代交

流ができ、活気がある練習となっ

ている。

・指導者については複数体制が

整っており、指導者同士の連携

も密に行われている。

・幅広く活動を周知することで今

後の活動がさらに活発になると考

える。

参加人数 ３人 指導者数 ５人

属性 剣道

具体的な内容
剣道基礎基本練習、応用技練習、地稽古、試合練習
大会出場

子供の声

⚫ 小学生から習っている剣道が続けられていることや、中体連主催の大会に出場できていること
が嬉しい。

⚫ 小学生の時は、試合の相手が但馬内が多かったが中学生になり但馬外の相手と試合ができ
て良い経験となっている。

⚫ 他校との生徒と交流できることは楽しい。

関係者の声

⚫ 指導者からは、部活動に剣道部がなく、競技をしている者としては寂しい部分があったが、地
域クラブとして中体連の大会に出場することができたことは競技者として大変嬉しい。

⚫ 活動して１年目となるので部員の確保が難しい状況である。今後は、広報活動にも力を入れ、
部員数を確保し、継続的に活動できる団体にしたい。

⚫ 保護者からは、小学生から取り組んでいる剣道が続けることができ、他校の生徒と同じ大会で
交流できることは嬉しい。

主な出場大会 中学校体育連盟主催大会、剣道連盟主催大会、剣友会主催大会など

活動の詳細
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取組内容

2.実証内容と成果

●取組項目名 カ：参加費用負担の支援等

ア：関係者との連絡調整・指導助言等の体制や運営団体・実施主体の整備

イ：指導者の質の保障・量の確保

ウ：関係団体・分野との連携強化

エ：面的・広域的な取組

オ：内容の充実

カ：参加費用負担の支援等

キ：学校施設の活用等

ク：その他の取組

・通学している学校部活動に所属せず、地域活動（スポーツ・文化

芸術）活動に参加している生徒の家庭の経済的負担軽減と充実し

た活動を目的に、参加に係る経費を「養父市地域活動（スポーツ・

文化芸術）参加者支援金」として一部支援した。

・地域クラブが市の施設を利用する際の施設利用料について財政面

で支援した。

取組の事項

今後の課題と対応方針

・「養父市地域活動（スポーツ・文化芸術）参加者支援金」として

一部支援することで、地域のクラブで活動しようとする意識を高めるこ

とが狙いである。今年度は年度途中の実施となったが、年度初めにす

ることで、地域のクラブ活動で参加しようとする生徒の後押しをすること

ができると考える。今後も事業を継続する場合は、より効果的な実施

時期を考えたい。

・地域クラブが市の施設を利用する際の施設利用料の減免などにつ

いては、複数の施設の管理者と連絡調整が必要なため、今後も継

続して協議していきたい。
養父市教育委員会
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取組内容

2.実証内容と成果

●取組項目名 キ：学校施設の活用等

ア：関係者との連絡調整・指導助言等の体制や運営団体・実施主体の整備

イ：指導者の質の保障・量の確保

ウ：関係団体・分野との連携強化

エ：面的・広域的な取組

オ：内容の充実

カ：参加費用負担の支援等

キ：学校施設の活用等

ク：その他の取組

取組事項

・地域クラブが体育館やグラインドの施設を利用する場合には、教育委員会に申請が

必要であり、今年度は小学校の体育館を利用して活動することができた。

・幅広く学校施設の利用方法等を周知し、地域クラブには活動しやすい環境を提供し

ていきたい。

取組の成果と今後の課題

・体育館やグラウンド等の学校施設については、地域スポーツクラブの申請があれ

ば使用を認める。

・体育施設、社会体育施設等の地域スポーツクラブでの利用促進に取り組む。

・学校体育施設利用の周知は、市のホームページや広報を利用している。

学校体育施設開放事業
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2.実証内容

【「地域移行・地域連携について」学校通信】

参考資料

・中学校入学説明会、義務教育学校後期課程進級説明会で、市教育委

員会より「当面の部活動のあり方」について資料を活用して説明した。説明会

後には学校の通信などで全生徒や保護者へ幅広く周知をした。

・次年度以降の部活動のあり方について検討するため、１月には児童（5,6

年生）生徒（1,2年生 義務教育学校7,8年生）対象にスポーツ・文化

活動についてアンケートを実施した。

【中学1,2年生(義務教育学校7,8年生)対象スポーツ・文化活動アンケート一部抜粋】

アンケート結果・広報資料

養父市立八鹿青渓中学校 校報一部抜粋

養父市教育委員会

（問） どのようなスポーツ・文化活動ならより満足した活動になりますか。
（複数回答可）

専門的で丁寧な指導が受けられる

勝利を目指す活動にする

勝敗や入賞にこだわらず、気軽に楽しめる

他校の友だちと交流できる

活動内容を自分たちで決められる

いろいろな世代の人と一緒に活動できる
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参考資料（活動写真）

2.実証内容と成果④

【剣道クラブ 練習準備】 【剣道クラブ 応用技練習】

【ダンスクラブ ダンス構成打合せ】 【ダンスクラブ 指導者による個別指導】



地域スポーツクラブ活動体制整備事業

令和6年度

地域スポーツクラブ活動への移行に向けた実証事業

兵庫県 宍粟市

自 治 体 名 ：

担 当 課 名 ：

電 話 番 号 ：

兵庫県宍粟市

0790-63-3118

学校教育課
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基本情報 地域連携・地域移行における市区町村の現状・課題

1.自治体の基本情報

本市の人口は恒常的に減少を続けており、とり

わけ年少人口（0～14歳）割合については、

2030年には１割を下回ることが予測されている。

このような中、各学校における部活動はできる

限り現状を維持しようとしてきた中、野球・ソフト

ボール・バレーボール・卓球・サッカー・剣道・吹奏

楽といった活動がおおむね維持されている。単一

の学校で活動が難しい場合は、合同チームを組

んで大会等への参加も行っているが、生徒数や

教員の負担を考慮すると、既存の活動を今後も

維持していくことは大変難しい状況である。

こうした課題を解決するため、本市では協議会

を設置し、今後の部活動の在り方について協議

するとともに、本市の現状を踏まえながら国や県

が示す計画に準じて、持続可能な運動・文化部

活動における地域展開を進めていく計画である。

面積 658.54 k㎡

人口 33,968 人

公立中学校数 7 校

公立中学校生徒数 885 人

部活動数 52 部活

市区町村の協

議会・検討会議

等の設置状況

「宍粟市中学校の
運動・文化部活
動の在り方に関す
る協議会」を設置

市区町村の推進

計画・ガイドライン

等の策定状況

令和７年度を目
途に作成予定

（出典：第２次宍粟市総合計画後期基本計画第２次宍粟市地域創生総合戦略）
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運営体制・役割 年間の事業スケジュール

2.実証内容と成果

●運営体制図（市区町村における推進体制図）

●行政組織内での役割分担

◉教育委員会
・学校教育課・・・部活動改革について、学校との連携

・社会教育文化財課・・・地域文化活動の所管（中学校文化部関連）

◉首長部局
・まちづくり推進課・・・スポーツ所管（市スポーツイベント事業の実施、等）

市スポーツ協会、スポーツ推進委員会との連携

令和６年 ４月 市中学校体育連盟への説明
令和６年 ７月 教職員アンケートの実施
令和６年 ８月 協議会の開催（第１回）
令和６年 ９月 市内カヌーイベント視察・指導者との打ち合わせ

（事務局）
令和６年 ９月 市剣道連盟との打ち合わせ（理事会）
令和６年１１月 カヌー練習会及び指導者打ち合わせ、

県立高校カヌー部練習室視察
（実証事業）

令和６年１２月 剣道連盟、合同練習会
（実証事業）

令和６年１２月 協議会の開催（第２回）
児童生徒・保護者アンケート検討

令和６年１２月 剣道連盟との協議
（今後の活動について）

令和６年１２月 スキー指導者との協議
令和７年 １月 宍粟し吹奏楽団後援会と連携した

吹奏楽、管楽器合同講習会を視察（事務局）
令和７年 １月 剣道連盟、合同練習会及び参加保護者向け

説明会（実証事業）
令和７年 １月～児童生徒・保護者アンケート実施
令和７年 １月 吹奏楽、管楽器合同講習会（１回目）

（実証事業）
令和７年 １月 吹奏楽、管楽器合同講習会（２回目）

（実証事業）
令和７年 ２月 協議会の開催（第３回）

次年度の取組について
令和７年 ２月 カヌー指導者、関係課との協議
令和７年 ２月 吹奏楽部顧問、市内吹奏楽団後援会との

協議
令和７年 ２月 剣道連盟との協議

（中体連加盟に向けて）
※事務局会議（随時）
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地域スポーツクラブ活動の運営実績

2.実証内容と成果

①全体に関すること

中学校数 7 校 実施した地域クラブ総数 3 クラブ

ケース別クラブ数
A：部活動を地域移行した形のクラブ数（及び移行された部活動数） ２ クラブ（剣道部）

B：部活動を移行する形態ではない地域クラブ（新たな種目のクラブを新規に創設するケース等） １ クラブ

全体の指導者数 17 人 全体の運営スタッフ数 7 人

②各クラブに関すること

クラブ名
運営団
体種別

種目 実施回数 実施時間帯
参加者

（学年別）
実施期間 活動場所 指導者数 運営スタッフ数

（他クラブと兼務）
会費

大会参加方
法

宍粟剣道連
盟 中学部

宍粟市
教育委
員会との
連携

剣道 ２回
9時～
12時

中学１年生
中学２年生
小学生の
参加も可

12月1日
1月19日

山崎ス
ポーツセン

ター
14 人

7人
（事務局職員）

令和６年度
は、なし（た
だし、練習会
場校までの
送迎を受益
者負担）

令和７年度よ
り中体連へ加
盟（宍粟剣
道連盟 中学
部として参
加）

しそうカヌーク
ラブ（仮）

宍粟市
教育委
員会との
連携

カヌー（新） １回
12時～
15時

中学１～３
年生
小学生の
参加も可

11月16日 音水湖 3 人
７人
（事務局職員）

令和６年度
は、なし（た

だし、練習会
場校までの
送迎を受益
者負担）

令和７年度に
開催される
オープン大会
等に希望者は
参加
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主な取組例

2.実証内容と成果

●運営体制図（地域クラブ活動を実施する際の運営体制図）

地域クラブ活動で実施
した種目

剣道、カヌー

運営団体名 宍粟市教育委員会

期間と日数
剣道 ：12月1日、1月19日
カヌー：11月16日

指導者の主な属性
市内各道場指導者（宍粟剣道連盟加盟）
しそうカヌークラブ（仮）メンバー
（市内高校カヌー部顧問、地元経験者）

活動場所
山崎スポーツセンター
音水湖

主な移動手段
保護者による送迎、
公共交通機関（路線バス）

１人あたりの参加会費等
（年額）

２回分とも、送迎に加えた受益者負担に理
解を得るのが困難であり、参加会費はなし

１人あたりの保険料 スポーツ安全保険へ各自で、既に加入済

①宍粟剣道連盟 中学部

②しそうカヌークラブ 活動概要

●指導者や運営スタッフなどの役割分担等

●統括責任者（教育委員会事務局）１名

役割：参加者の募集、会場校や校長会との連絡調整、当日連絡窓口

指導者への趣旨説明と注意事項等

●運営協力者（宍粟剣道連盟 中学部役員）５名

（しそうカヌークラブ 指導者含む）６名

役割：指導者とのスケジュール、謝金等の調整、全体のマネジメントにかかる助言

●運営補助者（運営協力者に同じ） １１名

役割：参加生徒の配慮に関する連絡調整、会場運営補助等
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総括・成果の評価・今後に向けて

2.実証内容と成果①

●成果の評価●総括

国や県が示す休日の地域展開に向け、今回の取組の成果や関係団体や支援者との協

働によって、教職員の負担を減らしつつ、持続可能な運動部活動の実現と本市における

スポーツ活動に取り組む人材の育成に向けて、

・令和７年度はスポット的な体験会ではなく、通年の練習会の開催

・令和８年度には休日における地域展開可能な活動を推進

・将来的な活動の継続性を見据え、小学生の合同練習も推進

等の目標を持ちつつ、取組を進めていくことを本事業実施後の総括において、関係団体や

関係者で共有することができた。反省点や改善点は多岐にわたるものの、具体的な目標

をもってステップアップする見通しが持てそうである。

●今後に向けて

既存の部活動だけでなく、本市ならではのスポーツ

を立ち上げるということを、何もないところからスタートさ

せることは相当困難であり、当初はできることから始め

ていくというコンセプトで、事務局が情報収集を行う中

で、剣道・カヌーともに早くから持続可能な活動を見

据えながら活動を展開しているということ聞き、指導

者や関係者のヒアリングや打ち合わせを行いながら、

練習会を通じて、指導者・事務局が一体となり、その

活動が持続可能なものとなるよう、ネットワークづくりも

展開していった。

実際に練習会を行うことで、参加者の送迎は大き

な課題のひとつでもあることが明らかとなったが、参加

者を迎える体制づくりも今後ますます力を入れることが

必要であることがうかがえた。参加者にとって少しでも

充実した機会を作れたことは、今後の取組や本活動

の在り方について大きな成果となった。

本活動が単年度ではなく、次年度以降も継続的し

た取組となるよう、指導者が集い、思いを一つにして

地域展開を見据えた事務局を含めたコミュニケーショ

ンがとれていることも、大変意義深い。

カヌー練習会では参加生徒が少なかったものの、参加者があったことに指導者・事務

局も喜びを感じた。当初は、船の扱いやすさ等から、カヌーポロの競技を展開することと

していたが、団体競技は人数が集まらない等の理由もあり、個人でも行えるカヌースプ

リントを実施した。本市には経験者や指導者も少なからずいることから、次年度以降

は、両競技の選択幅も広げつつ、子どものニーズに合わせた活動の展開が期待できる。

また、剣道については、「宍粟でワンチーム」を合言葉に、早くより剣道連盟の理事を

はじめ、事前調整や打ち合わせ会を進めてきた。合同練習会における指導者の丁寧

な指導や子どもへの声かけは、これまで学校部活動が担ってきた役割を十分継承・発

展していくことを確信できた。さらに、中体連加盟へとステップアップを続け、他の運動部

活動のあり方のモデルとして、十分期待ができる活動となった。
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アンケート結果・参加者の声

2.実証内容と成果②

●参加者の声（カヌー）●アンケート結果（部活動の地域展開に関する生徒対象アンケート）

本市は活動場所までの交通手段の確保が難しいものの、「遠くても自分が取り組み
たいことなら参加したい」という思いを持つ生徒は多い。

技術の向上を目的とする生徒もいる中、多くは、なかまや友だちとの交流を望む生
徒が多い。市内全体で集まり、合同で練習する機会を持つことには大変意義があ
る。

参加生徒

・自然学校で体験してから、チャンスがあったらやりたいと

思っていたので参加できて、とてもうれしい。

保護者

・すばらしい指導のおかげであっという間に上達した。上達
ぶりを近くで見ることができた。

指導者

・一人二人と、カヌーが上達していく子を育てて、将来的
に市内のカヌーを盛り上げていきたい。

参加生徒

・学校に部活がないとできないと思っていたけれど、選べる
ことが増えるのならいいことかもしれない。

保護者

・部活動が変わるという不安もあったが、子どもの選択肢
がひろがるという点では、いいことなのかもしれない。

指導者

・剣道は多世代で交流できるスポーツでもあり、連盟も

一体となって持続可能な機会を作りたい。

●参加者の声（剣道）
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2.実証内容と成果③

【生徒・保護者への参加啓発チラシ】

※保護者向けメールシステムを活用し配信

アンケート結果・広報資料

カヌーの募集については、市内生徒保護者へ連絡メールシステムを活用

し、直接保護者へ案内が届くよう工夫し、市内すべての生徒が参加可能と

し、公平性を確保した。あらかじめ校長会にも趣旨を説明していたことで、

参加については協力的であり、少ない参加者であったが練習会を実施する

ことができた。送迎については、依頼の通り保護者の責任のもと行っていた

だいた。遠距離のため、送迎の負担はかかるものの、その上達ぶりに大変

驚かれていた。

剣道の合同練習では、既存の練習会と教育委員会とが協力し、練習

会を開催した。練習会には多くの指導者が参加する中、生徒の指導を行

う一方で、今後の地域展開に向けた説明などを事務局が行うことができ、

有意義な機会となった。

【保護者むけ地域展開に関するチラシ】
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参考資料（活動写真）

2.実証内容と成果④

【１月19日：合同練習会】 【練習会を活用し、保護者向けに地域展開についての説明会】

【11月16日：カヌー練習会（スプリント用カヌー）】 【12月１日：合同練習会】
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地域スポーツクラブ活動の実施に至るまでの合意形成プロセス

2.実証内容と成果

〈宍粟市：部活動の地域展開にむけた取組スケジュール〉

令和７年度 令和８年度 令和９年度

国

県

◆連絡

　協議会

事務局対応

◆児童･生徒アンケート実施

◆保護者等アンケート実施

◆年次計画 ◆懇談会、説明会等

◆部活動改革チラシ

　作成・周知（２月）

地域展開に向けた

協議会の動き

◆第２回協議会（１２月）

・児童、保護者等アンケート

実施について

・今後の方針・年次計画につ

いて

◆第３回協議会（１月）

・年次計画（案）について

・今後の地域展開に向けた

体制整備について

地域移行に向けた

取組

（地域連携）

市

　◆担当者会

　（学校教育課）

　（社会教育文化財課）

　（まちづくり推進課）

◆協議会委員の調整

◆総合教育会議

・現状と今後の取組

について

◆準備会

（中学校長会）

（教員代表：

運動部・文化部）

◆予算協議

・部活動指導員配置事

業予算の確保

・実証事業の予算確保

（協議会運営費・実証

事業活動費）

◆市中体連への説明

（４月）

◆教職員等アンケート

◆第１回協議会（８月）

・教職員アンケートによる意識

調査結果について

・地域展開に向けた取組につい

て

・地域展開に向けた本市におけ

る課題について協議

◆部活動指導員

　配置事業

（国県補助事業）

地域展開に向けた

取組

◆地域クラブへの移行に向けた実証事業（国委託事業）

（協議会・実証事業活動費）

◆受け入れ団体、指導者の打診

令和４年度 令和５年度 令和６年度

◆学校部活動及び新たな地域クラブ活動の在り方に関する総合的なガイドライン

◆兼職兼業通知

◆部活動指導員配置事業の継続（①地域連携の取組）

◆実証事業の実施（②地域移行の取組）

◆予算説明 ◆第１回部活動

　地域移行

　推進会議

◆第２回部活動

　地域移行

　推進会議

◆第３回部活動

　地域移行

　推進会議

教職員等の意見をふまえ、課題整理、方向性検討

提案

助言

意見

休
日
の
地
域
展
開
（
で
き
る
と
こ
ろ
か
ら
順
次
拡
大
）

実
証
事
業
・
部
活
動
指
導
員
配
置
事
業
の
継
続

地
域
展
開
可
能
な
部
活
動
の
整
理
（
地
域
展
開
か
地
域
連
携
か
）

継続実施

◆ニーズと受け皿のマッチング

＜具体的取組内容＞

①既存部活動の地域展開に向けた実証事業（剣道部を想定）

②宍粟市のスポーツフィールドを活かした実証事業

（カヌー：９月～、スキー（予定）：12月中旬～１月中旬）

（カヌー・スキークラブの活動）

③文化部活動から１つ（市内校吹奏楽部を想定）

休
日
の
地
域
展
開
（
で
き
る
と
こ
ろ
か
ら
順
次
拡
大
）

宍
粟
市
に
お
け
る
地
域
展
開
の
実
施

（
地
域
展
開
・
地
域
連
携
・
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
の
選
択
）

休
日
・
平
日
の
地
域
展
開
（
で
き
る
と
こ
ろ
か
ら
順
次
拡
大
）

◆兵庫県部活動

地域移行振興計画策定（７月） 改革準備期間 実証期間 改革加速期間

改革実行期間

（前期：令和８年～１０年、

後期：令和１１年～１３年）

改革推進期間

継続実施
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地域連携・地域移行の推進に向けたロードマップ

3.今後の方向性

工程表や図など
※時系列がわかるもの
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